
介護保険のしくみ

40歳以上の方が加入・利用します

　保険料は年齢によって異なります

サービスの使い方

　要介護認定を受けます

　ケアプランを作成します

　介護サービスの種類

介護サービスの利用料

　在宅・介護予防サービスを利用した

場合

　施設サービスを利用した場合

　負担額が高額になったら

介護予防・日常生活支援総合事業

　介護予防・生活支援サービス事業

　一般介護予防事業

　高齢者に関する相談はまず地域包括

支援センターへ

介護保険に関する相談・問い合わせ

※40～64歳の方が介護保険を利用するには、老化が原因とされる病気

（特定疾病）により介護が必要と認定される必要があります。

　介護保険は40歳以上のみなさんで介護

が必要な方を支え合う制度です。

●被保険者証の交付

●要介護認定の通知

●保険料の納付

●要介護認定の申請

●サービスの提供

●サービス費用の一部支払い

●

被保険者

サービス提供事業者
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もくじ C O N T E N T S

◆65歳以上の方（第1号被保険者）

被保険者証は、65歳の誕生月までに交付されます。

◆医療保険加入の40～64歳の方（第2号被保険者）※

被保険者証は、要介護・要支援の認定を受けた方

と被保険者証の交付を申請した方に交付されます。

●サービス費用の

請求          ・              支払い

中野区（保険者）

40歳以上の方が加入・利用します
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介護保険のしくみ


